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川口市の紹介
人口

６０７，８３８人（Ｒ６.１２ .１）

身体障害者手帳の取得者数

１７，２９４人（Ｒ６.４ .１）

内「そしゃく機能障害」：３０人（２０代は２人）

川口市マスコット「きゅぽらん」

本市は埼玉県の南端に位置し、荒川を隔てて東京
に接している。県内では戸田市・蕨市・越谷市・
草加市・さいたま市の各市に接している。東京都
足立区・北区と接している。また、本市の大部分
が都心から 10～20km 圏内に含まれており、東京
都との関わりが強いエリアである。都内の病院を
受診する方も多い。

”鋳物のまち”川口を
象徴する溶解炉
「キューポラ」が
モチーフ。
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自立支援医療費（育成医療）申請から支払いまでの流れの例

①受診・制度案内・
医師意見書・支払い

指定医療機関
病院・診療所・薬局

障害者等

④受診・自己負担額
支払い③後日

認定
受給証者の発行

（約2週間後）

⑧医療費等
の支払い②給付申請

川口市

⑦審査・翌々月
医療費等の支払い

⑥診療報酬等の審査結果
の送付・請求

（全医療機関分まとめて月１回）
診療報酬審査支払機関
社会保険診療報酬支払基金
国民健康保険団体連合会

⑤診療報酬等
の請求

（翌月１か月分
まとめて）
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前年度比支給額給付件数実人員

75.4%11,262,902円461件129人31年度

77.3%8,717,006円373件111人02年度

100.6％8,775,749円338件103人03年度

91.4％8,026,826円297件96人04年度

92.9％7,457,768円291件87人05年度

育成医療支給実績 減少傾向

R6R5R4R3R2H31・R1障害区分

211821303029肢体不自由

917165816視覚障害

256367聴覚・平衡機能障害

181520263233音声･言語・そしゃく機能障害

161320232830（↑内 口唇口蓋裂）

949767心臓機能障害

001120腎臓機能障害

000000小腸機能障害

000000肝臓障害

191418172027その他内臓機能障害

000000免疫機能障害

9486111112132149合計

育成医療支給決定者数（実人数） ※R6のみ12/26時点の件数
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合計その他視覚障害音声・言語・
そしゃく機能

障害

心臓障害肢体不自由（育成医療 支給内訳）

129 331740930対象者（人）

31年度
4611065215718128給付件数（件）

11,262,9022,769,8851,083,2752,357,4201,352,5713,699,751公費負担(円)
179,481,14034,786,6705,559,65626,963,71046,876,39065,294,714医療総額(円)

111 281432532対象者（人）

02年度
37381411137131給付件数（件）

8,717,0062,552,222691,9671,984,171568,6472,919,999公費負担(円)
125,603,81138,241,3904,254,52722,255,28015,135,31045,717,304医療総額(円)

10327732334対象者（人）

03年度
33891131104120給付件数（件）

8,775,7492,306,397370,8692,392,525418,3263,287,632公費負担(円)
138,883,08831,062,0902,093,16033,523,82014,860,63057,343,388医療総額(円)

96271119930対象者（人）

04年度
29767336820109給付件数（件）

8,026,8262,341,032816,617969,8311,336,8452,562,501公費負担(円)
119,897,15638,824,6704,409,1709,423,76034,602,69032,636,866医療総額(円)

87211719525対象者（人）

05年度
2915247871590給付件数（件）

7,457,7681,858,6071,264,6981,363,798848,4612,122,204公費負担(円)
111,290,30028,555,1707,331,83013,775,58031,232,79030,394,930医療総額(円)
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①受診・制度案内・医師意見書・
医学的意見書・概算額算定表・

支払い

自立支援医療費（更生医療）申請から支払いまでの流れの例

指定医療機関
病院・診療所・薬局障害者等

⑤後日
手帳の発行(約１か月後)
認定
受給者証の発行(1～2か月後)

⑦診療報酬等
の請求

（翌月１か月分
まとめて）

⑥受給者証の提示・受診・
自己負担額支払い

⑩医療費等
の支払い

②障害者手帳申請

面談・給付申請

診療報酬審査支払機関
社会保険診療報酬支払基金
国民健康保険団体連合会

川口市

⑨審査・翌々月医療費等
の支払い

埼玉県総合リハ
ビリテーション

センター

④後日
判定書

③判定依頼

更生医療は赤字の部分が増える
（手帳が必須）

⑧診療報酬等の審査結果
の送付・請求

（全医療機関分まとめて月１回）
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更生医療支給実績 増加傾向
前年度比給付件数実人員

106.0%1,067,064,216円8,828件694人31年度
99.8%1,065,747,339円9,641件764人02年度
103.3%1,101,384,987円10,982件855人03年度
105.1%1,158,468,138円12,050件929人04年度
100.2%1,160,880,690円13,706件1,146人05年度

R6R5R4R3R2H31・R1障害区分
001101肢体不自由
010011視覚障害
100002聴覚・平衡機能障害
111121音声･言語・そしゃく機能障害
111121（↑内 口唇口蓋裂）
000021心臓機能障害

798805756688610531腎臓機能障害
110000小腸機能障害

1314111189肝臓障害
209208195188193180免疫機能障害

10241031965890818727合計

更生医療支給決定者数（実人数） ※R6のみ12/26時点の件数

直近５年間で、口唇口蓋裂で更生医療の方は２名。いずれも育成医療の終了間際に手帳・資格
取得し２０歳以上まで受給していた。
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合 計その他の障害
音声･言語･そ
しゃく機能障

害
腎臓障害心臓障害肢体不自由（更生医療 支給内訳）

694175151611対象者（人）

31年度
8,8281,40017,42322給付件数（件）

1,067,064,21680,783,635634986,153,596105,20021,151公費負担(円)
2,525,961,716432,285,6613,1702,086,391,3056,653,030628,550医療総額(円)

764198256400対象者（人）

02年度
9,6411,35928,28000給付件数（件）

1,065,747,33984,752,09811,008980,984,23300公費負担(円)
2,425,146,540472,104,43055,0401,952,987,07000医療総額(円)

855200265300対象者（人）

03年度
10,9821,36029,62000給付件数（件）

1,101,384,98783,572,84743,5501,017,768,59000公費負担(円)
2,670,363,846465,480,480217,7502,204,665,61600医療総額(円)

929204172301対象者（人）

04年度
12,0501,385110,66004給付件数（件）

1,158,468,13887,564,89722,4941,070,618,8390261,908公費負担(円)
2,837,843,536474,503,544112,4702,360,545,85202,681,670医療総額(円)

1,146237190800対象者（人）

05年度
13,7061,463112,24200給付件数（件）

1,160,880,69089,933,52123,5161,070,923,65300公費負担(円)
3,036,852,111494,524,920117,5802,542,209,61100医療総額(円)
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川口市の子ども医療費事業について
目的

子どもが必要とする医療を容易に受けられるようにするため、保険医療を受けた子どもに対し、医
療費の一部を支給することにより子どもの保健の向上と福祉の増進を図る。

支給内容

対象者：各種医療保険に加入した市内に住所を有する子どもを養育している保護者

内 容：入・通院とも１８歳年度末(高校生年代)までの子どもに対し、医療機関にかかったときの
保険医療の自己負担分を支給する。

対象外：高額療養費、付加給付金、他の法令に基づく公費負担額、入院時の食事療養費の負担

制度改正の変遷（抜粋）

現物給付（窓口払い廃止）平成19年4月～

入院の対象年齢を未就学児から15歳年度末（中学校修了前）までに拡大平成21年4月～

通院の対象年齢を未就学児から15歳年度末（中学校修了前）までに拡大平成24年10月～

現物給付（県内へ拡大）令和4年10月～

現物給付（市と協定を締結した市内柔道整復・あはき施術所）を追加令和5年4月～

・入通院とも対象年齢を18歳年度末（高校生年代）まで拡大
令和6年10月～

・小学生以上に対する支給制限を撤廃
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市の医療費の支給優先順位※１

※１実施主体は住所地と異なる場合があります
※２他法（原子爆弾被爆者法、感染症法、心神喪失者等医療観察法、精神保健福祉法等）による優先される公費負担の
医療費等が約２０種類ある
スポーツ災害共済や医療保険制度内の高額療養費や付加給付なども優先される

埼玉県の基準（Ｒ６.４～）川口市の基準（Ｒ６.１０～）項目
１５歳年度末（中学校3年生）１８歳年度末（高校生年代）入 院

９歳年度末（小学校3年生）１８歳年度末（高校生年代）通 院

令和6年4月診療分より所得制限撤廃令和6年10月診療分より支給制限撤廃所得制限

入院１日 １，２００円
通院１月 １，０００円

な し自己負担額

な しな し食事療養費負担

現物給付現物給付支給方法

●子ども医療費 県基準（県からの補助金対象）との比較 （令和６年度～）

子ども
医療費

（小中高）
＞

ひとり親家
庭医療費

＞
子ども
医療費

（乳幼児）
＞

重度心身
障害者
医療費

＞

生活
保護

（健康保険
非加入）

＞

公費負
担医療等

（※２自立支援
医療費含む）

条例等により川口市が実施する医療費助成事業法律等により実施
川口市国、都道府県、川口市等

9



本人等からの相談が無い限り、市としては治療の完了等の情報は把握出来ません。直近５
年間で育成医療での治療が終わらない等の相談の履歴は確認できませんでした。

直近５年間での口唇口蓋裂該当である更生医療資格取得者が２名いました。これは通常集
計しておらず、紙の台帳を見返して医師意見書の記載を今回集計したものです。いずれも育
成医療の終了間際に手帳・資格取得していました。

現在、育成医療の口唇口蓋裂該当者で更生医療に今後移行する可能性のある方は約２０名
と思われますが、 幼少期であれば手帳取得（診断書等の治療期間により更新が必要）が出
来る方も、治療の段階によって食事等が出来る場合等は１８歳になっての手帳の取得が認め
られない可能性はあります。

国の要綱や県のマニュアル等によると、育成医療に関しては１８歳になると同時に資格が
切れるのではなく医師意見書に記載のある治療期間（原則開始日から３か月以内、最長６か
月以内）の末日まで支給対象となります。また、昨年の１０月から川口市の子ども医療費は
１８歳の年度末までの受診が支給の対象となりました。人によって育成医療の資格期間が長
くなる場合と子ども医療費の資格期間が長くなる場合があることが分かりました。

市としては、子ども医療費よりも公費負担医療（育成医療・更生医療）が優先される制度
ではありますが、本来育成医療または障害者手帳を取得し更生医療の資格取得対象者となる
べき方も、公費負担医療の資格認定がされるまで、または１８歳年度末までは子ども医療費
での受給が可能です。本人等に公費負担医療の資格を取得する手間はかかるがメリットが少
ない場合、手続きをしないままの方も一定数いるのではないかと推測されます。

考察
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